
さいたま市広告付き終活情報冊子の寄贈事業公募型プロポーザル事業者募集要項 

 

本件への参加に際しては、必ずこの「さいたま市広告付き終活情報冊子の寄贈事業公募型

プロポーザル事業者募集要項（以下、「本募集要項」という。）」をお読みください。また、次

の事項にご留意ください。 

(1) 提案者は、本書及びその他交付資料等を熟読し、遵守してください。  

(2) 本件の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とします。  

(3) 提出された書類は、返却しません。  

 

業務主管課（問合せ先及び提出先） 

担当 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課 

所在地 さいたま市浦和区常盤６－４－４ （さいたま市役所２階） 

TEL ０４８－８２９－１２６０ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ korei-fukushi@city.saitama.lg.jp 

 

 

  

mailto:korei-fukushi@city.saitama.lg.jp


１ 業務の概要  

「終活」への関心が高まっている中、成年後見・財産管理・相続・遺言・葬儀・墓地・死後

事務など多岐にわたる終活に関する情報をわかりやすく網羅的にまとめた市民向け終活情報

冊子を作成し、周知啓発を行うことを予定しています。 

民間の広告を活用した冊子を作成（企画、編集、印刷及び製本）し、市に無料でご提供いた

だける広告代理店等を募集します。 

 

２ 業務の実施  

本業務は、公募型プロポーザル方式により協定候補事業者を選定し、実施します。  

実施内容については、募集資料及び企画提案書に基づき、本市と民間事業者の協議の上、

必要に応じ調整を行い、協定内容として決定します。  

なお、発行に関する費用に関しては民間事業者が企業の広告を掲載することで賄い、本市

は費用負担を負いません。 

 

３ 参加資格  

本件に参加（企画提案書の提出）を希望する者は、次のすべての要件を満たさなければな

らないものとします。  

(1) 次のいずれにも該当しない者であること。  

ア 特別な理由がある場合を除き、協定を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定

を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３

年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者  

イ 情報公開及び個人情報の保護について、市の施策に準じた措置を講じることができない 

 者 

ウ さいたま市情報セキュリティポリシーに合意せず、遵守できない者 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。  

(3) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。  

(4) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組

合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組

合にあっては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加

していないこと  

(5) 法人格を有する者であること。 

 

４ 参加にあたって 

(1）参加条件等の承諾 

  提案者は、応募書類の提出をもって、本要項の記載内容を承諾したものとみなします。 

(2) 業務の一括委託の禁止 

  本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。 



ただし、業務の一部について委託する場合は、あらかじめ本市と協議のうえ、承諾を得

るものとします。 

 

５ 資料及びその交付方法  

(1) 交付資料 

ア 本募集要項  

イ 提出書類各種様式（様式１～６）  

ウ 「さいたま市広告付き終活情報冊子の寄贈事業」審査評価項目基準  

エ さいたま市広告掲載基準 

オ さいたま市広告掲載要綱 

(2) 交付方法  

次の方法にて交付します。 

本市ホームページよりダウンロード 【トップページ】→【メニュー】→【健康・医療・福

祉】→【福祉・介護】→【高齢の方】→【高齢福祉】→【高齢者福祉サービス】→【市民向け

の終活情報冊子を作成します】→(1)ア、イ、ウは本ページ内の下段の関連ダウンロードファ

イルからダウンロード、(1)エ、オは本ページ内リンク先をご確認ください。 

(3) 交付期間 

 令和７年４月１６日（水）から令和７年５月９日（金）午後５時まで 

(4) その他  

ア (1)ア～ウの資料は、本件以外で使用することはできません。  

イ さいたま市契約規則は、さいたま市ホームページにてご確認ください。  

【トップページ】→【メニュー】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契

約】→ 【契約関係規程集】→【共通】→【共通（規程集）】→【さいたま市例規集】  

 

６ 説明会 

(1) 本件にかかる説明会は、開催しません。  

(2) 本件の内容に関する質問がある場合については、８ 質問書の受付及び回答を参照してく

ださい。  

 

７ 参加意思の表明手続き 

 本件に参加（企画提案書の提出）を希望する者は、次により参加申込書を提出してください。  

(1) 提出書類  

「別表３ 提出書類一覧」を参照してください。 

(2) 提出方法  

持参のみとします。  

(3) 提出期限  

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

(4) 提出場所  

１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。  



(5) 参加資格の確認 

 参加申込書を提出した者に対しては、本件への参加資格の有無にかかる通知を、令和７年５

月１４日（水）付で発送予定です。  

(6) 提案辞退 

参加資格確認後、企画提案前にやむを得ず辞退する場合、速やかに提案辞退届（様式６）

を提出してください。なお、提案辞退をすることによるペナルティは生じませんが、本プロ

ポーザルの正常な執行を妨げることの無いよう安易な参加表明は厳に慎んでください。 

 

８ 質問書の受付及び回答  

本件の内容に関して質問がある場合は、次の方法で質問を行うことができます。  

(1) 受付期間  

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

(2) 質問方法 

 質問は電子メールでのみ受け付けます。次の事項を遵守してください。  

ア 質問書の様式は、「様式４ 質問書」とします。この様式に質問事項等を入力してくださ

い。  

イ 電子メールの標題は「【質問・（提案者名）】さいたま市広告付き終活情報冊子の寄贈事

業」としてください。これに、アで作成した電子データを、ファイル形式を変換せずに

（拡張子を変えずに）添付し、送信してください。  

ウ セキュリティの関係上、本様式以外のデータの添付を禁じます。  

エ 電子メール送信後、１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」に、到達確

認の電話をお願いします。  

オ 受付期間内に、質問が市（業務主管課）に到達するようにしてください。受付期間内に

未到達（到達確認されなかったものを含む。）の質問に対しては、一切回答しません。 

カ 質問の内容は公表します（詳細は(4)のとおり）。市（業務主管課）の判断により、 一部

非公表とすることもありますが、質問の公表によって、自己の提案内容等が他者に類推

されたとしても、市（業務主管課）は一切の責任を負いません。  

(3) 質問の提出先  

１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。  

(4) 質問に対する回答  

令和７年５月７日（水）までに電子メールで行います。 

※回答は質問回答日に全ての提案者に対して電子メールにて回答します。本市からメール

回答後、受信確認のため、回答受取の旨をメールにて返信してください。 

 

９ 企画提案書等  

(1) 企画提案書等の内容  

「別紙 終活情報冊子の仕様等について」を参照の上、「別表４ 企画提案内容及び審査の

視点」に記載されている提案内容を含む企画提案書等を提出してください。 

(2) 企画提案書等の提出  



ア 提出書類  

「別表３ 提出書類一覧」を参照してください。  

イ 提出方法 

 持参のみとします。  

ウ 提出期限 

 「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

エ 提出場所 

 １ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。  

(3) 企画提案書等の受理  

ア 11 提案者の失格 に該当する場合は、企画提案書等を受理しません。  

イ 書類の不備・不足等が確認された場合は、企画提案書等を受理しません。  

ウ 「別表３ 提出書類一覧」で指定する書類以外は、一切受理しません。  

(4) 企画提案書等の取り扱い  

ア 市（業務主管課）は、提出された企画提案書等を提案者以外の者に知られることのない

ように取り扱います。ただし、最優秀提案者の提案については、一部（他者と比べ優位な

点等）を公表することがあります。  

イ 市（業務主管課）は、提出された企画提案書等を審査目的以外に提出者に無断で使用し

ません。 ただし、公平性、透明性を期すために「さいたま市情報公開条例」等の関連規

定に基づき開示することがあります。 

ウ 提出された企画提案書等は、事由の如何を問わず返却しません。ただし、提出期限内に

提出者からの申出があった場合に限り、企画提案書等の追加・差替えができることとし

ます。  

エ 提出期限後の、企画提案書等の追加・差替えは一切認めません。  

(5) 「企画提案書（様式５）」作成にあたっての注意事項  

ア 企画提案書の作成にあたっては、「別表４ 企画提案内容及び審査の視点」の記載に沿 

って作成してください。 

イ 企画提案書の作成にあたっては、「別表４ 企画提案内容及び審査の視点」の記載順番 

どおりに作成してください。 

 ウ 企画提案書の各ページが、「別表４ 企画提案内容及び審査の視点」のうち、どの項目

についての提案か分かるように作成してください。 

(6) 「企画提案書（様式５）」及び「協定を締結した際に制作する終活情報冊子予定稿（案）」 

作成にあたっての注意事項  

審査は、企業名を伏せて行いますので、「企画提案書（様式５）」及び「協定を締結した際

に制作する終活情報冊子予定稿（案）」には、企業名、企業ロゴ等を記載しないでください。

（ただし、企画提案書１枚目を除く） 

 

 

10 審査・選定  

(1) 審査方法及び審査基準  



企画提案書等の内容について、「さいたま市広告付き終活情報冊子の寄贈事業締結候補事

業者選定委員会」により審査を行います。審査基準については、「別表４ 企画提案内容及

び審査の視点」を参照してください。 

(2) 協定候補事業者の決定 

企画提案に応募した事業者の企画提案書及び協定を締結した際に制作する終活情報冊子

予定稿（案）をもとに、評価を行い、最優秀提案者を協定候補事業者とします。 「別表４ 

企画提案内容及び審査の視点」により各委員が採点し、各委員の合計点が高い順に、最優

秀提案者及び次点者を選定します。複数者の合計点が同じ場合は、委員長が最優秀提案者

を選定します。提出されたすべての企画提案書が本市の要求を満たさないものであると判

断した場合は、協定候補事業者を選定しないことがあります。 

(3) 審査結果の通知  

ア 通知日  

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

イ 通知方法  

郵送により各提案者に送付します。  

 

11 提案者の失格  

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。（提案書は無効となります。）  

(1) ３ 参加資格に掲げる要件を満たさなくなった場合  

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合  

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合  

(4) 提出期限までに企画提案書等の提出がない場合  

(5) 企画提案書に関する、各委員の平均得点が４５点以上を満たさない場合  

(6) 本市の費用が発生する提案を行った場合 

 

12 提案者が１者又はない場合の取扱い 

(1) 提案者が１者の場合、本プロポーザルは実施することとし、企画提案書等の提出を行い

ます。各委員の平均得点が４５点以上を獲得している場合、その提案者を協定候補事業者

として選定します。 

(2)提案者がない場合、本プロポーザルは取りやめとします。再度募集については選定委員

会において検討を行うこととします。 

 

13 協定書の締結 

協定候補事業者に選定した者と、協定書の締結を行います。ただし、協定候補事業者が協

定締結までに「３ 参加資格等」に規定する条件のいずれかを満たさなくなった場合や事故

等の特別な事由により協定が不可能となった場合においては、次点者を協定候補事業者とし

ます。 

 

14 選定結果の公表 

 選定結果に関する情報は、次のとおり公表します。 



(1)公表方法 

さいたま市ホームページの「市民向けの終活情報冊子を作成します」のページ内で公表し

ます。 

ホームページの場所 【トップページ】→【メニュー】→【健康・医療・福祉】→【福祉・

介護】→【高齢の方】→【高齢福祉】→【高齢者福祉サービス】→【市民向けの終活情報冊子

を作成します】 

(2)公表時期及び公表内容 

 選定の手続きや過程等の透明性を高めるため、協定締結の後、速やかに次の内容を公表し 

ます。 

ア 協定候補事業者名及び評価点 

イ 全企画提案者の名称 

 ウ 全企画提案者の評価点（協定候補事業者以外は記号表示） 

 エ 審査項目、評価ポイント、配点 

 オ さいたま市広告付き終活情報冊子の寄贈事業締結候補事業者選定委員会委員の役職名 

 カ その他必要な事項 

 ただし応募事業者が２者の場合、イは公表しないこととします。 

 

15 その他関係法規の遵守等 

 業務を遂行する上で、関連する法規を遵守してください。 

(1)個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

同法律では、第 4 章において、個人情報取扱事業者の義務等として、利用目的による制限

（第 18 条）、適切な取得（第 20 条）などが定められています。 

(2)広告掲載要領及び基準 

「さいたま市広告掲載基準」及び「さいたま市広告掲載要綱」の定めを遵守してください。 

(3)情報公開 

協定事業者が業務を行うにあたり、制作又は取得した文書等で協定事業者が管理している

ものの公開については、別途情報公開規程を定めるなど適正な情報公開に努めてください。 

(4)守秘義務 

協定事業者が業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利

益のために使用したりすることはできません。協定期間終了後も同様とします。 

 

16 特記事項  

(1) 協定候補事業者が決定した場合であっても、諸般の事情により本業務が実施できなくな

った場合は、協定を締結しないことがあります。  

 

別表１ 各種様式  

様式番号  様式名 

様式１ 参加申込書 

様式２ 誓約書 



様式３ 法人概要書 

様式４ 質問書 

様式５ 企画提案書 

様式６ 提案辞退届 

 

別表２ 企画提案実施スケジュール 

 企画提案募集開始 

令和７年４月１６日（水） 

・さいたま市ホームページにて募集情報公開開始 

 資料交付期間 

令和７年４月１６日（水）から令和７年５月９日（金）まで  

・交付方法は３ページに記載の「５ 資料及びその交付方法」のとお

り  

 参加申込書受付期間  

令和７年４月１６日（水）から令和７年５月９日（金）まで  

・提出書類については、別表１及び別表３を参照 

 参加資格の確認通知  

令和７年５月１４日（水）付で通知予定  

・郵送により通知  

 質問受付期間  

令和７年４月１６日（水）から令和７年４月３０日（水）まで  

・電子メールでのみ受け付ける。「様式４ 質問書」を用いること  

・回答は令和７年５月７日（水）までに電子メールで回答 

 企画提案書等受付期間 

令和７年５月１９日（月）から令和７年５月２０日（火）まで  

・提出書類については、別表１及び別表３を参照  

 審査予定日  

令和７年５月下旬頃を予定 

 

 審査結果通知  

令和７年５月下旬頃に通知予定  

・郵送により通知  

 協定書の締結 

令和７年５月下旬頃を予定 

注１：本件の詳細については、必ず本募集要項本文にて確認すること。 

注２：本件にかかる書類等の受付時間については、時間の指定がある場合を除き、「さいた

ま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定す

る休日を除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで」とします。  



 

別表３ 提出書類一覧  

№  書類名  提出部数  提出期限 

１  参加申込書（様式１） １部 令和７年５月９日

（金） 午後５時 ２ 誓約書（様式２） １部 

３ 法人概要書（様式３） １部 

４ 財務諸表（賃借対照表、損益計算書） 

・写し可、直近１年分。 

各１部 

５ 現在事項全部証明書の写し（発行後３

ヶ月以内のもの） 

１部 

６ 企画提案書（様式５） 

・Ａ４で作成し、ページ番号を付すこ

と。 

１０部  令和７年５月２０日

（火） 午後５時 

７ 協定を締結した際に制作する終活情報

冊子予定稿（案） 

１０部 

８ 他自治体で発行した終活情報冊子（実

績がある場合） 

１部 

注１：両面印刷可。  

 

別表４ 企画提案内容及び審査の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 終活情報冊子の仕様等について 

 

１ 終活情報冊子の基本仕様 

 (1)発行部数 

   10,000 部 

 (2)規格・色 

   Ａ４サイズ カラー 

 (3)総ページ数 

   40 ページ以上 60ページ以下（表、裏表紙を含む） 

 

２ 広告 

 (1)広告ページ数 

   冊子の総ページ数の 35%以下 

 (2)掲載上の留意事項 

  ア 広告を掲載するページは広告である旨が明確に分かるように表示し、掲載項目の内

容に関連した広告掲載の場合は項目内容の末尾、あるいは広告をまとめて掲載する場

合は冊子の末尾にまとめてください。 

  イ 問合せ先を明記して市民が適切な問合せ先に連絡できるようにしてください。 

  ウ さいたま市広告掲載要綱及びさいたま市広告掲載基準を遵守してください。 

 

３ 終活情報の掲載項目 

 (1)終活情報 

   ①以下に挙げる終活に関連する情報は必ず掲載してください。掲載順は問いません。 

  ア 生前整理、遺品整理に関すること（デジタル遺品を含む） 

  イ 介護保険制度に関すること（在宅サービス・施設サービス） 

  ウ 医療、入退院手続き、ＡＣＰ、リビングウィルに関すること 

  エ 成年後見制度に関すること（法定後見・任意後見） 

  オ 財産整理、不動産、登記、相続、税金、遺言（保管制度を含む）、遺贈、信託、そ

の他ライフラインの契約に関すること 

   カ 葬儀、お墓に関すること（墓じまいを含む） 

   キ 生前契約、死後事務委任に関すること 

ク 高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドラインに関すること 

②①に掲げる情報以外の終活に関連する情報も掲載可能です。例えば以下のような情 

報が考えられますので必要に応じて参考にしてください。 

  ケ 認知症への備えに関すること 

コ ペットに関すること 

   サ 地域参加、健康維持、介護予防に関すること 

   シ 家族で話し合っておくべき事項に関すること 

   ス エンディングノートに関すること 



(2)相談窓口情報 

 市と事業者が協議して作成するものとします。 

 (3)協賛広告 

 

４ 作成上の留意事項 

 (1)掲載情報の正確性の担保 

掲載する情報については、関連する法律、規則、ガイドライン等に基づき、その正確性

を確認し、必要に応じて専門家の確認を求めてください。 

(2)表現に関する配慮 

専門知識を有しない者でも理解できるように、わかりやすい表現となるよう留意して

ください。 

 

５ 校正 

   校正は２回とし、方法については、市と事業者が協議して対応するものとします。 

 

６ 納品 

 (1)納品方法 

  配布窓口の保管スペースや配送の負担に配慮し、30 冊から 60 冊ずつ梱包した状態で

納品してください。 

 (2) 予定納品先及び部数 

 

(3)電子データの納品 

   冊子をＰＤＦ形式に変換したファイルを市に提供してください。 

 

７ 市民への配布 

 (1)配布場所 

   各区役所高齢介護課・情報公開コーナー・シニアサポートセンター・支所・市民の窓

口・公民館・図書館・社会福祉協議会等。 

 (2) 予定配布期間 

   令和７年１１月１日～令和８年１０月３０日 

納品先 所在地 部数
西区役所　高齢介護課 〒331‐8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 600
北区役所　高齢介護課 〒331‐8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 600
大宮区役所　高齢介護課 〒330‐8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 600
見沼区役所　高齢介護課 〒337‐8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 600
中央区役所　高齢介護課 〒338‐8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 600
桜区役所　高齢介護課 〒338‐8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 600
浦和区役所　高齢介護課 〒330‐9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 600
南区役所　高齢介護課 〒336‐8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 600
緑区役所　高齢介護課 〒336‐8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 600
岩槻区役所　高齢介護課 〒339‐8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 600
さいたま市役所　高齢福祉課 〒330‐9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 4000


